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大東市住工調和に関する中規模住宅開発に係る事前協議要綱

平成２２年 ８月３１日

要 綱 第 ６８ 号

（目的）

第１条 この要綱は、大東市住工調和条例（平成２２年条例第１３号。以下「条例」とい

う。）に定めるもののほか、本市内の工業地域における中規模住宅開発（開発区域が

５００平方メートル以上２，０００平方メートル未満の住宅開発をいう。以下同じ。）の

事前協議等について、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（届出）

第３条 本市内の工業地域において、中規模住宅開発を行おうとする開発業者は、中規模

住宅開発計画申出書（様式第１号。以下「申出書」という。）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（事前協議）

第４条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、開発業者および次に掲げる関係者

による事前協議の場を設けるものとし、当該開発業者に対し事前協議開催通知書（様式

第２号）により通知するものとする。

(1) 販売業者

(2) 隣接する工場等の事業者の代表者

(3) 地域団体の代表者

(4) 本市における住工調和を図る目的で設立された団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
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（補則）

第５条 この要綱に定めるもののほか、本市内の工業地域における中規模住宅開発行為の

事前協議等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年１０月１日から施行する。

（大東市開発指導要綱の一部改正）

２ 大東市開発指導要綱（平成７年４月１日制定）の一部を次のように改正する。

第９条を次のように改める。

第９条 削除
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様式第１号（第３条関係）

中規模住宅開発計画申出書

年 月 日

（あて先）大東市長

（申出者）所在地

（住 所）

名 称 印

（氏 名）

電 話

大東市住工調和に関する中規模住宅開発に係る事前協議要綱第３条の規定により、

次のとおり申し出ます。

開発区域の位置 大東市

用途地域

開発区域の面積 ㎡

住宅の概要

建築物用途

建築物構造

建築物の階数 階

計画戸数 戸

事前協議の

連絡先、

担当者等

添付書類

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図
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様式第２号（第４条関係）

第 号

年 月 日

事前協議開催通知書

様

大東市長

年 月 日付けで申出のあった住宅開発計画について、大東市住工調和

に関する中規模住宅開発に係る事前協議要綱第４条の規定により、次のとおり事前協議を

開催しますので通知します。

開催日時

開催場所

出席予定者

その他

（必要書類等）


